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1. はじめに  

 マイクロ波装置を取り扱う上で、人体や機器に影響

を与えないようにする為の法規制や電磁波装置を安全

に使用する為の装置の規格について説明します。 

法規制については、主に「電波法」「高周波利用設備」

について説明し、マイクロ波装置については、機器の

誤動作と電波障害を与える可能性があるので「電磁両

立性（EMC）」「電磁妨害波（EMI）」について説明し

ます。 

2. マイクロ波の法規制と規格 

2-1. マイクロ波の法規制と規格の必要性 

 電子レンジやメーカ製のマイクロ波装置を購入すれ

ば、電磁波の漏洩対策が施されており人体や電子機器

に対して安全です。しかしながら装置の改造や経年劣

化等で電波漏洩の規制範囲を超える場合もあります。 

そのため以下の事を考慮する事が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 マイクロ波装置の危険と対処  

2-2. 主な法規制と規格 

マイクロ波装置を取り扱う上で電波に関する法規制

や指針としては「電波法」「電波防護指針」「電波防護

標準規格」「電磁両立性（EMC）「電磁妨害波（EMI）」

があり、装置の安全性について「電気用品安全法」「JIS」

「労働案安全衛生法」「ボイラー及び圧力容器安全規格」

「高圧ガス保安法」などがあります。 

2-3. 電波の漏洩規制 

周波数 10kHz 以上の高周波電力を利用する設備に

は、設備から漏洩する電磁界による通信への妨害を防

止することと、人体へ悪影響を与えないようにする目

的で、電波法と電波防護標準規格の二つの規制と電気

用品安全法があります。電波防護標準規格（RCR 

STD-38 2.0 版）では「1.5GHz を超え 300GHz 以下の

周波数で管理環境の電磁界強度（平均時間 6 分間）の

規格値として 5ｍW/cm2」とあり、電気用品安全法（電

子レンジの安全基準）には「筐体表面から 5cm 離れた

あらゆる箇所において測定した漏洩電磁波の電力密度

は、扉を閉めた状態で 1mW/cm2以下及び発振停止動

作をする扉が開く最大の位置で 5mW/cm2以下」とさ

れています。 

2-4. ISM バンドと規制 

マイクロ波を工業用、科学用、医療用に利用する場

合、電波法の規制を受けます。電波法では、通信、放

送、レーダ、等へ影響を与えず、工業用、科学用、医

療用、家庭用等無線通信以外の目的で電磁波を、優先
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的に利用できる ISM バンドが割り当てられています。

ISM バンドにおいては「通信設備以外の高周波利用設

備から発射される基本波又はスプリアス発射による電

界強度の最大許容値を定めない」と、電波障害や電磁

両立性などに対する規制が緩やかです。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 ISM バンド 

2-5. 高周波利用設備の規制 

 一方通信設備以外の高周波利用設備の電源端子にお

ける妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要

発射による磁界強度又は電界強度の最大許容値を無線

規則第 65 条で細かく決められており、また周波数

10kHz 以上且つ高周波電力 50W 以上の設備は電波法

100 条により総務大臣の設置許可を得なければなりま

せん。設置許可申請時に設備の分類により利用周波数

及び不要発射による磁界強度及び電界強度の尖頭値の

制限値が異なります。産業用のマイクロ波装置では第

3号又は第5号が該当し、第3号は試験場や製作工場、

第 5 号は設置場所での試験となります。1GHz を超え

るマイクロ波帯の設置許可申請は、第 3 号では 1GHz

～18GHzまでの当該装置から3ｍにおける高調波周波

数帯域内では尖頭値の最大許容値を 82ｄB、高調波帯

域外では 70ｄB となっています。第 5 号では特に規制

はありません。しかし人体防護及び混信や誤動作の観

点から日々のマイクロ波漏洩チェックを実施する事が

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 無線設備の分類 

3. EMCと EMI 

3-1. EMC（電磁両立性） 

 電磁両立性とは①電気・電子機器について、それら

から発する電磁妨害波がほかの機器、システムに対し

ても影響を与えない事と、②ほかの機器、システムか

らの電磁妨害を受けても自身が動作する耐性です。 

EMC 技術は「エミッション」と「イミュニティー」か

らなりたっており、①エミッションでは不必要な電磁

エネルギーの発生を減少させる技術であり、②イミュ

ニティーでは電磁気障害環境下でも電気機器を正しく

動作させる技術です。近年ではデジタル機器の登場や

クロック速度の上昇により電磁妨害の問題が多くなり

EMC が注目されています。 

3-2. EMI（電波障害） 

 電波障害は電波の受信に障害が発生し、電波により

通信機器が誤動作することです。 

電波障害は「送信機側」と「受信機側」に分かれます。 

①送信機側の問題は電波の送信や輻射が、電波を使用

しないものを含む他の機器に問題を及ぼします。 

一例としては携帯電話、スマートフォン、パソコンな

どのデジタル信号を扱う情報通信機器が該当します。 

②送信機側の問題は受信機の動作が他のものによって

妨げられます。一例としてはラジオに話し声やノイズ

が入ります。 

これらの障害を防止するために、「高周波電流の伝達

経路による対策」「電波が放射される部位の対策」「障

害を与える高周波電流の種類による対策」を施します。 

①高周波電流の伝達経路による対策は、高周波電流が

電源線と同じ線に流れるノーマルモードではラインフ

ィルターを用い、高周波電流が大地と電源線での経路

に流れるコモンモードでは「大地と同電位にする」「フ

ィルターを用いる」「高周波インピーダンスの低いアー

スを接続する」などの対策をします。 

②電波が放射される部位の対策としては、電波が放射

される部位を探し対策を取ります。主な部位は、「アン

テナ」「筐体」「電線」などです。 

③障害を与える高周波電流の種類による対策としては、

「基本波」であれば、障害を受ける機器をシールドし、

「高調波」であれば、出力側にローパスフィルターを

用いる事で対策できます。 
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